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愛知県における市場化テスト（官民競争入札）の取組み 

Ⅰ 官民競争入札導入のきっかけ 

・「民間活力の活用」方策の１つとして、市場化テストの導入を検討。 

・平成 18 年 7 月の「公共サービス改革法」施行を受け、導入に向け具体的検討を開始。 

（参考）あいち行革大綱２００５（平成 17 年２月） 

３ 民間との役割分担及びＮＰＯ等県民との協働 

（1) 民間活力の活用 

○ 県が行うすべての事務事業について、その実施手法を総点検し、民間活力を活用した方

が効率的・効果的なものについては、積極的に民間活力を活用する。 

○ 国等の動向も踏まえながら、市場化テスト（※）の導入についても検討する。 
    ※ 市場化テスト 

      国や自治体など官が所管する事務事業について、民間業者との間で「官民競争入札」を導入し、

市場競争させる仕組み。 

 

個別取組事項 

 市場化テストの導入検討（１７年度以降） 関係部局 

  国における市場化テストの動向を見極め､市場化テストの導入に向けた検討を行う｡

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度

  この間で検討     

 

 

Ⅱ 本県における市場化テストとは 

「あいち行革大綱」策定時に想定したのは、民間活力活用のための一方策。 

単に「民間活力を活用」するなら、従前から行ってきた民間委託を推進すれば

良いのではないか？ 

 

 

 

 

 

 

 

官民競争へトライ！ 

 

014 

他県では委託しているのに、 

どうして本県では直営で実施

している業務があるのか？ 

これまでの業務改善で十分か？ 

改善の余地はないのか？ 

担当課は「民間には実施できない・

民間が実施すると割高になる」とい

うが、本当にそうなのか。 

愛知県「市場化テスト導入にあたっての考え方」 

市場化テストは、これまで官が独占的に実施してきた公共

サービスについて、競争概念を導入するものである。これ

により、民間事業者の創意と工夫によりサービスの質の向

上と経費節減が図られるだけでなく、競争的環境に置かれ

ることで、官自身も切磋琢磨し、様々な創意工夫を行い、

事務事業の生産性向上が期待できる。 

平成 20 年 1 月 17 日

愛知県総務部総務課

制度設計に先立ち、 

まずは「モデル事業」を実施、
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Ⅲ モデル事業の実施 

１ スケジュール 
平成 19 年度 19年

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1月 2 月 3 月 

平成20年

4月～

 

 

            

 

２ 意見募集の実施 

愛知県「市場化テスト導入にあたっての考え方」 

対象事業の考え方 

市場化テストの対象事業は、引き続き県が自ら実施していくべき業務ではあるものの、民間

事業者の創意と工夫によりサービスの質の向上と経費節減が図られることが期待できる業務全

般とする。ただし、行政の責任領域にも十分留意しながら、ＰＦＩ、指定管理者制度等、他の

手法との比較検討を十分に行い、より適切な手法を選択することとなる。 

なお、事業選定に当たっては、業務の担い手となる民間事業者等からも幅広く意見を聞くと

ともに、後述の委員会での議論を踏まえることとする。 

・ 民間企業、各種団体、個人から、市場化テスト（官民競争入札）の対象とすべき

県の公共サービス等についてのご意見・ご提案を募集。 

（集中受付期間：平成 19 年 3 月 23 日～4月 25 日、期間後も継続して受付中） 

⇒ 民間企業 7、任意団体 1、個人 2から計 40 の意見（※期間後受付の意見を含む） 

ポイント 

① 今回の意見募集と、実際の官民競争入札は全くの別プロセス。 

（入札参加が前提だと自由なアイディアは出ない。） 

② 行政評価（事務事業評価調書を活用し、事務事業ごとの事業規模や現在の実施

方法（直営、一部委託、全部委託）を明示。 

例：平成 18 年度事務事業評価調書＜抜粋＞ 

 

事業費＋人件費相当額の計を明記

（フルコストに近いイメージ）

業務選定 事業者募集 審査要項作成・入札準備意見募集 

事業 

実施 

契
約(

民
間
事
業
者
が
勝
っ
た
場
合) 

3/23～4/25 
第
２
回
委
員
会(

ヒ
ア
リ
ン
グ
・
対
象
業
務
決
定
）

第
４
回
委
員
会(

実
施
要
項
・
落
札
者
決
定
基
準
了
承) 

[

旅
券]

入
札
（
企
画
書
提
出
） 

第
３
回
委
員
会(

実
施
要
項
・
落
札
者
決
定
基
準
検
討) 

第
５
回
委
員
会([

旅
券]

審
査) 

第
１
回
委
員
会(

候
補
絞
込
み
） 

[

旅
券]

選
定
結
果
公
表 

[

旅
券
・
研
修]

入
札
公
告 

引継ぎ、従事者研修 

[

研
修]

入
札
（
企
画
書
提
出
） 

第[

研
修]

選
定
結
果
公
表 

５
回
委
員
会([

研
修]

審
査) 
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３ 「愛知県市場化テストモデル事業監理委員会」の設置 

・目的：市場化テストモデル事業の実施について、透明性・中立性・公正性の確保。 

氏名（敬称略） 所属・職名 

稲澤 克祐 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 

【座長】 

面高 俊文 株式会社デンソーユニティサービス代表取締役社長 

ＮＰＯパートナーシップサポートセンター監事 

加藤 義人 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

研究開発第一部長兼ＰＦＩ推進室長 

川合 伸子 弁護士 

二村 友佳子 公認会計士 

・所掌事項 

① 対象事業の選定 

② 業務の質や内容、官民の競争に係る入札等の手続、実施要項の作成  

③ 落札者の決定に係る評価内容  

④ 事業の実施に係るモニタリング 

 

 

４ 対象業務の選定 

・集中受付期間内に寄せられた３１の業務から、モデル事業監理委員会での審議を

経て、２業務を選定。 

公文書館の管理運営 統計資料・統計書編さん 水道事業 

職員研修 大気汚染規制調査 工業用水道事業 

県税の徴収業務 大気汚染監視施設運営 県立学校事務室（窓口業務） 

職員健康診断 水質汚濁規制調査 教職員研修事業 

職員住宅の管理 生活保護業務 キャリア教育 

窓口業務(県民生活ﾌﾟﾗｻﾞ) 母子家庭就業支援ｾﾝﾀｰ事業 運転免許関係事務 

窓口業務（旅券ｾﾝﾀｰ） 県立病院 自然公園、伊良湖休暇村の管理

芸術文化ｾﾝﾀｰの管理運営 計量の適正確保 外郭団体への随意契約 

愛知県図書館の管理運営 普通職業訓練  

陶磁資料館の管理運営 地域雇用対策費  

統計資料室の運営 出納業務の補助業務  

ポイント 

① ある程度まとまりのある業務（従事人員が 10～20 名程度） 

② 民間企業等からの入札が期待できる業務（民間企業にも実施可能な業務） 

③ 国・他県等で既に委託を実施又は検討している業務 

④ 単年度で実施可能な業務。（←モデル事業ということで、まずは単年度で実施） 

選定の際、除外した業務 

⑤ 法規制により県職員しか行えない業務 

⑥ 近く廃止する可能性がある業務 

⑦ 今後、他制度（指定管理者制度）の活用を検討する可能性が高い業務 
（※官民競争の結果次第で指定管理者制度へ移行という考え方もありうるが、今回は除外） 
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５ 実施要項の作成と実務上の問題点 

(1) 対象業務の切り出し（業務範囲の確定） 

・官民競争の範囲は、すなわち委託範囲。事務事業単位（予算単位）ですべて委託

できる業務は良いが、企画部門や法規制がある業務など、県が責任を持って、引

き続き直営で実施すべき部分が含まれていることが多い。 

例：旅券関係業務に関する内閣府公共ｻｰﾋﾞｽ室参事官・外務省旅券課長名通知 

（前略）旅券法に規定する都道府県知事が行う法定受託事務は、都道府県の事務であり、…

旅券法上、都道府県知事が行う法定受託事務の民間事業者への委託は禁止されているもので

はなく、各都道府県の判断に基づき民間事業者に委託することが可能である…（以下略） 

 

 

課 題 -旅券申請窓口業務を例に- 

① 公務員のような守秘義務のない民間企業の従業員に、個人情報を扱わせても良

いのか？（情報漏洩のリスク増大？） 

⇒ 再委託の禁止、情報漏洩時は愛知県個人情報保護条例第55条の罰則を適用。 

愛知県個人情報保護条例 

第 55 条 実施機関の職員若しくは職員であった者、指定管理者が行う公の施設の管理の業務

に従事している者若しくは従事していた者又は第12条第3項に規定する事務に従事している

者若しくは従事していた者（※注：委託業者の従業員）が、正当な理由がないのに、個人の

秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的

を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体

系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供した

ときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

旅券法上の規制はない。委託可能だが、

万一トラブルがあれば県の責任。

② 申請受付時には住民基本台帳ネットワークシステム（いわゆる住基ネット）に

より住所地を確認しているが、住基ネットを民間事業者に扱わせて良いのか？ 

⇒ 住基ネットは引き続き県職員が操作することとし、窓口業務から切り出し。 

③ 現在、窓口業務は非常勤嘱託員だけで担当。窓口業務を管理しているのは誰か？ 

⇒ 内部管理事務を担当している正規職員の業務から当該業務を切り出し。 

例：旅券関係業務の業務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申
請
書

内部管理事務（県直営） 

二
次
審
査
（
再
度
の
書
類
審
査
） 

三
次
審
査
（
完
成
品
検
査
） 

県の責務として 
引き続き直営で実施 

申請受付窓口（一次審査）※今回の対象業務 

旅
券
作
成[

委
託
済]

 

交
付[

委
託
済]

 

相
談 

書類確認 

③
整
理
券
発
行
、
書
類
の
返
却 

②
申
請
書
の
記
入
漏
れ
確
認 

①
申
請
必
要
書
類
の
確
認 

窓口担当者の管理 
業務の切り出し
（間接費） 

書類審査・受領案内 

②
住
所
の
確
認
票
の
打
出
依
頼 

①
整
理
券
番
号
の
表
示 

⑥
申
請
書
類
の
整
理 

⑤
受
領
証
の
発
行 

④
受
理
番
号
印
、
受
付
印
の
押
印 

③
内
容
確
認
、
官
庁
記
載
欄
記
入 

住所等の確認(住基ネット)
県が実施すべき業務

として切り出し 
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(2) 確保されるべき質の設定 

・数値化できる指標で表現 

例：旅券申請窓口業務 

・終了時間：午後 5時 30 分までに、受理した書類全てを県に引き渡し業務終了 

・1申請書あたりの平均処理時間：県が定めるサービス基準（約 5分） 

・誤審査率：（現在の実績と同程度）月間２％以内 

例：愛知県自治研修所職員研修業務 

・受講者数：各研修につき定員の90％以上 

・受講者の評価：80％以上の受講者が「理解できた」「内容・水準は適当」「講師の指導が

効果的」「研修成果を職場で実践したい」などの評価 

・質が確保された場合のインセンティブ、確保されなかった場合のディスインセン

ティブ（ペナルティ）の設定も検討したが、今回は努力目標とした。 

（未達の場合：県から改善指示 ⇒ 指示に従わない場合：契約解除の可能性） 

例：実施要項の記述 

・県は、必要があるときには、受託者に報告を求め、実施場所に立ち入り、委託業務の実施状

況、帳簿・書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる 

・県は、受託者による委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があるときは、

受託者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

・県は、受託者が次に該当すると認めるときは、催告しないでこの契約を解除することができ

るものとし、このため受託者に損害が生じても、県は、その責を負わないものとする。 

契約に基づく報告をせず若しくは虚偽の報告をしたとき、検査を拒み妨げ若しくは忌避し

たとき、質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたとき、契約に基づく指示に違反

したとき。 

 

 

(3) フルコストの推計 

・過去の実績、予定価格とも、官民競争入札等監理委員会（内閣府）の「実施要項

における従来の実施状況に関する情報の開示に関する指針」をベースに推計。 

推計上の課題 

① 人件費 

・ 過去の実績は、対象業務に従事する職員の個人別給与等の積み上げで良い

が、予定価格はどのように計算するか？ 

・ １人未満の業務（端数）は、どう取り扱うか？ 

② 物件費 

・ 07節 賃金は、決算上は「物件費」に含めているが、それでよいのか？ 

③ 退職給付費用 

・ 「退職給付費用＝退職手当の総額÷総職員数×対象公共サービス従事職員

数」として計算すると、年次ごとのブレが大きくなる。 

・ 民間企業が用いている会計基準では、どのように計算しているか？ 

④ 間接部門費 

・どこまでを間接部門としてとらえるか？ 
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 (4)プロセスの透明性・公正性の確保 

① 官民の情報格差の是正 

・民は入札公告まで情報を入手できないが、官（対象業務所管部署）は、

あらゆる情報を持っている（官が圧倒的に有利） 

⇒ 検討中の事項についても、可能な限り情報公開 

⇒「落札者決定基準（審査の基準や詳細な配点）」の公表 

⇒ 実施要項等に関する質問の受付（回答はホームページで公表） 

例：入札公告前に、監理委員会で検討した実施要項(素案)を公開 

 

 

 

② 情報遮断措置 

・「実施要項」に情報遮断措置の内容を明記。 

例：愛知県自治研修所職員研修業務 実施要項 

情報遮断措置 

本実施要項の公表後、対象業務所管部署（愛知県自治研修所）に所属する職員と、（入

札を執行する）愛知県総務部総務課に所属する職員との間における本件に係る一切の情報

の交換を禁止する。 

上記について違反が発覚した場合には、対象業務所管部署の提案は無効とする。 

 

③ 入札、審査、結果の公表 

・同じ時間、同じ場所で、官民同時に入札（企画書提出）。 

・県との今後の取引関係に配慮し、業者名はすべて非公表。入札手続き中は、

符号で呼称（○○社＝「Ａ」、××社＝「Ｂ」という形にし企業名は伏せる）。

結果公表時、落札業者名のみ公表。 

・官が勝った場合は、提案内容を可能な限りそのまま公開。（提案内容の公表

により、サービスレベルアグリーメント（SLA）同様の効果を期待） 
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Ⅳ 今後の課題 

１ 実施要項における課題 

(1) インセンティブ、ディスインセンティブ（ペナルティ）の設定 

・官民双方が合意可能な明確な基準（数値化できるもの）の設定 

・官が実施者となった場合で、企画書通り実施できなかった時のペナルティ 

(2) 予定価格の設定 

・イコールフッティングの実現（消費税、予備費でのリスク対応等の取扱い） 

・モニタリングコストの増加 

・予定価格の公開 

メリット ：競争環境の公平性確保、予定価格超過による失格の予防 

デメリット：入札額、高止まりの可能性？ 

・物量に応じた価格設定、手数料とのバランス 

 

２ 入札・審査における課題 

(1) 入札における透明性の確保 

・中立な第三者の立ち会いの必要性 

(2) 事業者選定における工夫 

・企画提案の実現可能性に関する疑念「本当に企画書通り実施されるのか？」 

・提案の実現可能性の審査（業務の実情に精通した所管部局の視点） 

・業務の専門家による審査体制（選定委員会の設置、専門委員の活用） 

 

(3)その他 

① 官が勝った場合 

・適切なモニタリングの実施 

・再度の官民競争の検討の是非 

② 民間企業が勝った場合 

・引継ぎ期間・時期・コストの確保 

・債務負担行為の設定方法 

③ その他 

・庁内の合意形成（総論賛成、各論○○） 


	② 申請受付時には住民基本台帳ネットワークシステム（いわゆる住基ネット）により住所地を確認しているが、住基ネットを民間事業者に扱わせて良いのか？

